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	令和　　年　　　月　　　日

	陸上貨物運送事業労働災害防止協会

	大阪府支部　御中

	

	
	事業場の名称　　
	

	
	代表者職氏名　　
	印

	
	
	
	

	
陸運事業場安全衛生水準向上
サポート中小事業場個別サポート申込書

	

	裏面の中小事業場個別サポート実施事項等確認書に同意し、標記事業による安全衛生に関する個別サポートを下記の通り申し込みます。


	事業場所在地
	〒
	業種
	労働者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（事業場）
　　　　　　人

	担当者職氏名
	　
	Email


	担当者連絡先
	TEL
	FAX

	実施希望日
	令和　　　年　　　月　　　 日
	時　　分　～　　時　　分

	事業の概要
	

	サポートを希望する安全衛生活動の具体的事項
	



裏面
陸運事業場安全衛生水準向上支援
中小事業場個別サポート実施事項等確認書

1.実施事項
このサポート事業では､陸上貨物運送事業労働災害防止協会（以下「陸災防」という。）が貴事業場に安全衛生に関する専門職員(以下｢専門職員｣という)を派遣するなどして､次の(1)及び(2)の安全衛生水準向上のためのサポートを無償で行うものです｡
(1)現場サポート
①　現場確認及び助言
専門職員が貴事業場を訪問し､貴事業場が事前に実施した「職場の安全衛生自主点検表」を基に、現場確認(ヒアリングを含む)を行い､貴事業場の安全衛生管理状況に関する現状把握及び安全衛生管理に関する助言を行います｡(所要時間は3時間程度です。)
②　現場確認結果報告
現場確認の後、貴事業場が自主的な安全衛生活動の推進を継続できるよう､その後の取組についての助言等を記載した「現場確認結果報告書」を後日お届けします。
(2)フォローアップ
①　ご希望に応じ、事業者、管理監督者又は従業員に対する安全衛生研修を実施(1回)します。別途ご相談ください。
　②　概ね2～3か月後、「現場確認結果報告書」に基づく貴事業場の安全衛生管理活動の取組状況等の結果をFAXにてご報告いただきます。

2.ご確認事項
(1)　本サポート事業は､貴事業場が自主的に安全衛生活動の推進を継続できるよう､その手法等についてアドバイスを行うものです。専門職員が､貴事業場の安全衛生活動の推進を直接担うものではありません。
(2)　現場確認は､専門職員が助言に必要な情報を得るために､貴事業場の安全衛生管理の状況を確認させていただくものです｡
(3)　本サポート事業は､陸災防が厚生労働省の補助事業を活用して実施するもので､実施結果等を包括的にとりまとめて厚生労働省に報告いたします。
ただし､貴事業場の現場確認により得られた個別情報については､行政機関を含め第三者に一切公開いたしません｡

3.　情報セキュリティー管理について陸災防は､本サポート事業で得られた個人及び事業場情報を適切に管理し､事業の効率的な運営のためにのみ使用します｡当該事業場の許可なく第三者へ提供することはありません｡
